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沖縄鉄軌道計画案検討業務（その１）に関する 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 委託業務の内容 

 詳細は、「沖縄鉄軌道計画案検討業務（その１） 仕様書（案）」に記載。 

 

２ 参加事業者の応募要件 

 次に挙げる要件をすべて満たす者であること。 

（１）過去に、公共事業の概略計画策定（構想段階等）に係る整備効果の検討業務を実施し

た事があること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。 

   （注）地方自治法施行令第１６７条の４ 

普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該

入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参

加させることができない。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律

第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（４）応募は共同企業体でも可とするが、この場合は代表する事業者が応募を行い、代表す

る事業者は上記全て、その他構成員は上記(２)及び(３)の要件を満たすこと。 

 

３ 企画提案書等の提出 

(1) 本業務に関する質問の受付期間、提出場所、提出方法及び回答方法 

  ア 受付期間 

     平成２６年１２月８日（月）～平成２６年１２月１７日（水） １２時 

  イ 提出場所 

    〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号  沖縄県庁７階 

沖縄県企画部交通政策課 公共交通推進室  

担当：前村 治 

電話 098-866-2045  ＦＡＸ 098-866-2448 

  ウ 提出方法 

質問票（様式１）を、持参、郵送（到着確認が可能な手段に限る）又はＦＡＸにより  
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提出 

（ＦＡＸの場合は、必ず担当者に電話で着信を確認すること。） 

  エ 回答方法 

平成２６年１２月１９日（金）までに申込者全員に、ＦＡＸにより回答する。 

(2) 応募申込書の受付期間、提出場所及び提出方法 

  ア 受付期間 

平成２６年１２月８日（月）～平成２６年１２月１７日（水） １２時 

  イ 提出場所 

上記（１）イと同じ 

  ウ 提出方法  

応募申込書（様式２）を持参又は郵送（到着確認が可能な手段に限る）又はＦＡＸによ

り提出 

（ＦＡＸの場合は、必ず担当者に電話で着信を確認すること。） 

(3) 企画提案書等の受付期間、提出場所及び提出方法 

  ア 受付期間 

平成２６年１２月８日（月）～平成２６年１２月２２日（月） １２時 

  イ 提出場所 

上記（１）イと同じ 

  ウ 提出方法 

持参又は郵送（到着確認が可能な手段に限る）により提出 

  エ その他 

詳細については、企画提案書等作成要領（別紙１）による 

 

４ ヒアリングについて 

（１）  ヒアリング対象者の選定（第 1 次審査） 

ア 企画提案者が多い場合、別紙２の評価基準に基づく審査により４社程度を選定し、ヒ

アリング（第２次審査）を実施する。 

イ 対象者の選定結果は、企画提案者全員にすみやかに通知する。 

（２）  ヒアリングの実施（第２次審査） 

  ア 実施場所 

    沖縄県庁内会議室 

  イ 実施予定期間 

    平成２６年１２月２４日（水）～２６日（金）を予定 

    注）実施日、時刻、詳細な場所、留意事項等は別途連絡する。 

  ウ 出席者 

    配置予定の管理技術者及び担当技術者の中から３名以内。 
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（３）  その他 

ア ヒアリング時の追加資料は受理しない。 

イ ヒアリングにおいては、提出した企画提案書を基本に説明することとし、パソコンやプ

ロジェクター等の機器の使用は認めない。 

   

５ 委託予定業者の選定 

(1) 委託予定業者の選定方法 

沖縄鉄軌道計画案検討業務（その１）企画提案業者選定委員会（以下、「委員会」とい

う。）による審査を経て、選定された企画提案書の企画提案者を委託予定業者として選

定する。   

(2) 委員会における評価基準 

別紙２による。 

(3) 結果の通知 

選定結果は、ヒアリング対象者全員にすみやかに通知する。 

（４）契約の締結 

委員会で選定された企画提案書の企画提案者と締結する。 

但し、契約が整わない場合は、委員会において、次の企画提案者を選定する。 

なお、その場合の選定結果は、当該企画提案者のみに通知する。 

 

６ その他 

（１）  契約書作成の要否  要 

（２）  契約手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする 

（３）  各期間の事務取扱については、沖縄県の休日を定める条例（平成 3 年沖縄県条例

第１５条）第１条に定める県の休日を除き、時間帯は 9：00～17：00 とする。 

（４）  企画提案書の作成等に係る費用は、応募者の負担とする。 

（５）  提出した企画提案書及び関係資料は返却しない。 

（６）  提出された企画提案書等については公表しない。 

（７）  契約に関する留意事項 

  ア 選定された事業者と随意契約による本業務委託に係る契約締結の手続を行う。その

ため、改めて仕様書を作成し、見積書の提出を求める。 

  イ 契約の締結にあたり作成する仕様書は、選定された企画提案書を尊重することを原

則とするが、その内容に限定されず変更もあり得るものとする。 

  ウ 企画提案書の選定後に、提案内容を適切に反映した仕様書作成のために業務の具

体的な実施方法について提案を求めることがある。 
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（別紙１） 

企画提案書等作成要領 

第１ 企画提案書等の作成 

   企画提案者は、この要領により企画提案書等を作成し提出するものとする。 

 

第２ 企画提案書等の内容 

 １ 提出すべき企画提案書は次のとおりとする。なお、提出にあたっては、（様式３）を

添えて提出すること。 

(1) 会社概要書（様式４） 

(2) 会社の業務実績（様式４-２） 

過去１０年間に受託した下記に示す同種・類似業務実績を記入すること。 

同種業務：  公共事業の概略計画策定（構想段階等）に係る整備効果を検

討する業務（委員会の運営含む） 

類似業務：  公共事業の概略計画策定（構想段階等）に係る整備効果を検

討する業務 

注）上記業務には、単なる事業計画を検討する委員会運営のみ

の業務は含まない。 

(3) 業務実施体制（様式５） 

(4) 予定技術者の経歴（様式６） 

業務経歴については、過去１０年間に受託した（２）に示す同種・類似業務実

績を記入すること。 

(5) 予定技術者の業務実績（様式７） 

過去１０年間に受託した（２）に示す同種・類似業務実績を記入すること。 

(6) 企画提案（任意様式） 

企画提案を求めるテーマは、以下の６つの事項である。社会資本の計画検

討については、事業の種類、規模、対象地域の違いによって異なるものと考

える。沖縄県における鉄軌道の計画案策定という課題を考慮の上、テーマ毎

に企画提案資料を作成すること。（A４判、テーマ毎に１頁程度、フォントは原

則 11 ポイントとする） 

① 各委員会におけるステップ毎の検討事項及び検討方法の詳細設計にあ

たっての考え方・視点 

② 渋滞緩和や県土の均衡ある発展など効果の検討にあたっての考え方・視

点及び想定される検討手法 

③ 評価項目の検討・設定にあたっての考え方・視点 

④ 県民等向け資料作成にあたっての考え方・視点 

⑤ 業務実施方針、実施フロー、工程表 
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(7) 見積書（任意様式） 

予算額 13,900 千円の範囲内で、本業務の経費に係る見積書を提出する。 

なお、見積金額は、消費税を含んだ金額とする。 

(8) 業務実績及び経歴について証明できる資料（TECRIS 等、証明できれば可）  

※業務実績については、資格要件の確認のため、各業務ごとに契約書の鏡

の写し及び業務概要がわかる資料（仕様書、業務計画書の写し等）を添付す

ること。 

 ２ 用紙はＡ４判で、上記１の（１）～（７）の順に編さんし、長辺綴じとする。表紙(様式

３)を入れ両面印刷とする。 

 ３ 企画提案書の提出に際し、宣誓書（様式８）を提出すること。 

 ４ 共同企業体の場合は、共同企業体資格申請書（別紙９）及び共同企業体協定書

（様式９）を提出すること。 

 ５ 企画提案書等は９部提出すること。 

 

第３ 企画提案書等の提出 

 １ 提出場所  

〒900-8570  沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号（７階） 

沖縄県企画部交通政策課 公共交通推進室 前村 

電話 098-866-2045  ＦＡＸ 098-866-2448 

 ２ 提出期限   平成２６年１２月２２日（月） １２時まで 

 ３ 提出方法   持参又は郵送（到着確認が可能な手段に限る）によるものとする。 



（別紙２）

第１次審査及び第２次審査における評価基準

評価項目

（様式4-2）

（様式5）

※担当技術者の評価については、担当技術者全員の平均値とする。

④県民等向け資料作成にあたって
の考え方・視点

県民等向け資料作成にあたっての考え方・視点の的確性、具体性
について評価する。

予定技術者の
経験及び実績

担
当
技
術
者

過去10年間に受託
した同種・類似業
務実績

合計

テーマに対す
る企画提案内
容

⑤業務実施方針、実施フロー、工
程表

業務目的等に対する理解度や、実施フロー及び工程計画につい
て、妥当性、具体性、実現性について評価する。

小計

評価の視点

手持ち業務の契約金額の合計が４億円以上又は５００万円以上の
手持ち業務の件数が１０件以上の場合は評価しない。

手持ち業務の契約金額の合計が４億円以上又は５００万円以上の
手持ち業務の件数が１０件以上の場合は評価しない。

小計

評価項目の検討・選定にあたっての考え方・視点の的確性、具体
性、実現性について評価する。

管
理
技
術
者

過去10年間に受託
した同種・類似業
務実績

手持ち業務金額及
び件数（企画提案
書提出時未契約の
ものを含む）

専
任
性

過去10年間に受託した同種・類似
業務実績

手持ち業務金額及
び件数（企画提案
書提出時未契約の
ものを含む）

専
門
技
術
力

専
任
性

評価の着目点

基本的に、同種業務、類似業務の順位で評価するが、件数、広域
性、業務内容に偏りがないかなども踏まえ、総合的に評価する。

会社の
業務実績

計画検討委員会及び技術検討委員会におけるステップ毎の検討事
項及び検討方法の詳細設計の考え方・視点の的確性、具体性、実
現性について評価する。

①各委員会におけるステップ毎の
検討事項及び検討方法の詳細設計
にあたっての考え方・視点

小計

基本的に、同種業務、類似業務の順位で評価するが、件数、広域
性、実績内容に偏りがないかなども踏まえ、総合的に評価する。

②渋滞緩和や県土の均衡ある発展
など効果の検討にあたっての考え
方・視点及び想定される検討手法

渋滞緩和効果や県土の均衡ある発展など効果の検討にあたっての
考え方・視点及び想定される検討手法の的確性、具体性、実現性
について評価する。

③評価項目の検討・選定にあたっ
ての考え方・視点

基本的に、同種業務、類似業務の順位で評価するが、件数、広域
性、業務内容に偏りがないかなども踏まえ、総合的に評価する。

専
門
技
術
力
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